
JP 6217455 B2 2017.10.25

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　質量％で、Ｃ：０．０２０％超０．３０％未満、Ｓｉ：０．１０％超３．００％以下、
Ｍｎ：１．００％超３．５０％以下、Ｐ：０．１０％以下、Ｓ：０．０１０％以下、ｓｏ
ｌ．Ａｌ：２．００％以下およびＮ：０．０１０％以下を含有し、残部がＦｅおよび不純
物からなる化学組成を有し、鋼板表面から板厚の１／４深さ位置における鋼組織が、面積
％で、ベイナイトを５０％以上、ポリゴナルフェライトを２％以上３０％未満、残留オー
ステナイトを３％以上有し、残部が１５．０％以下であって、かつ残留オースナイトを除
く鋼組織において１５°以上の結晶方位差を有する粒界で囲まれる粒の平均粒径が７μｍ
以下であるとともに、下記式（１）および式（２）を満足する鋼組織を有することを特徴
とする冷延鋼板。
　Ｖαｓ＞１．１Ｖαｑ　　　　（１）
　Ｄｓ＜Ｄｑ　　　　　　　（２）
　ここで、
　Ｖαｓは鋼板表面から５０μｍ深さ位置でのフェライトの面積率（％）であり、
　Ｄｓは鋼板表面から５０μｍ深さ位置での残留オースナイトを除く鋼組織における１５
°以上の結晶方位差を有する粒界で囲まれる粒の平均粒径（μｍ）であり、
　Ｖαｑは鋼板表面から板厚の１／４深さ位置でのフェライトの面積率（％）であり、
　Ｄｑは鋼板表面から板厚の１／４深さ位置での残留オースナイトを除く鋼組織における
１５°以上の結晶方位差を有する粒界で囲まれる粒の平均粒径（μｍ）である。
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【請求項２】
前記化学組成が、Ｆｅの一部に代えて、質量％で、Ｔｉ：０．２０％未満、Ｎｂ：０．１
０％未満およびＶ：０．５０％以下からなる群から選択される１種または２種以上を含有
するものであることを特徴とする請求項１に記載の冷延鋼板。
【請求項３】
前記化学組成が、Ｆｅの一部に代えて、質量％で、Ｃｒ：１．０％以下、Ｍｏ：０．５０
％以下およびＢ：０．０１０％以下からなる群から選択される１種または２種以上を含有
するものであることを特徴とする請求項１または請求項２に記載の冷延鋼板。
【請求項４】
　前記化学組成が、Ｆｅの一部に代えて、質量％で、Ｃａ：０．０１０％以下、Ｍｇ：０
．０１０％以下、ＲＥＭ：０．０５０％以下およびＢｉ：０．０５０％以下からなる群か
ら選択される１種または２種以上を含有するものであることを特徴とする請求項１から請
求項３のいずれかに記載の冷延鋼板。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、冷延鋼板に関する。より詳しくは、プレス加工等により様々な形状に成形し
て利用される冷延鋼板、特に、延性、伸びフランジ性に優れた高張力冷延鋼板に関する。
【背景技術】
【０００２】
　産業技術分野が高度に分業化した今日、各技術分野において用いられる材料には、特殊
かつ高度な性能が要求されている。例えば、プレス成形して使用される冷延鋼板について
も、プレス形状の多様化に伴い、より優れた成形性が必要とされている。また、高い強度
が要求されるようになり、高張力冷延鋼板の適用が検討されている。特に、自動車用鋼板
に関しては、地球環境への配慮から、車体を軽量化して燃費を向上させるために、薄肉高
成形性高張力冷延鋼板の需要が著しく高まってきている。プレス成形においては、使用さ
れる鋼板の厚さが薄いほど、割れやしわが発生しやすくなるため、より延性や伸びフラン
ジ性に優れた鋼板が必要とされる。しかし、これらのプレス成形性と鋼板の高強度化とは
、背反する特性であり、これらの特性を同時に満足させることは困難である。
【０００３】
　これまでに、高張力冷延鋼板のプレス成形性を改善する方法として、ミクロ組織の微細
粒化に関する技術が多く提案されている。例えば特許文献１には、熱間圧延工程において
Ａｒ３点近傍の温度域で合計圧下率８０％以上の圧延を行う、極微細粒高強度熱延鋼板の
製造方法が開示されており、特許文献２には、熱間圧延工程において、圧下率４０％以上
の圧延を連続して行う、超細粒フェライト鋼の製造方法が開示されている。
【０００４】
　これらの技術により、熱延鋼板において強度と延性のバランスが向上するが、冷延鋼板
の組織を微細粒化しプレス成形性を改善する方法については何ら記載されていない。本発
明者らの検討によると、大圧下圧延によって得られた細粒熱延鋼板を母材として通常の冷
間圧延および焼鈍を行うと、結晶粒が粗大化し易く、プレス成形性に優れた冷延鋼板を得
ることは困難である。特に、Ａｃ１点以上の高温域で焼鈍することが必要な、金属組織に
低温変態生成相や残留オーステナイトを含む複合組織冷延鋼板の製造においては、結晶粒
の粗大化が顕著であり、延性に優れるという複合組織冷延鋼板の利点を享受することがで
きない。
【０００５】
　特許文献３には、熱間圧延工程において、動的再結晶域での圧下を５スタンド以上の圧
下パスで行う、超微細粒を有する熱延鋼板の製造方法が開示されている。しかし、熱間圧
延時の温度低下を極度に低減させる必要があり、通常の熱間圧延設備で実施することは困
難である。また、熱間圧延後、冷間圧延および焼鈍を行った例が示されているが、得られ
た冷延鋼板は引張強度と穴拡げ性のバランスが悪く、プレス成形性が不十分である。
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【０００６】
　微細組織を有する冷延鋼板に関しては、特許文献４に平均結晶粒径が１０μｍ以下であ
るフェライト中に平均結晶粒径が５μｍ以下である残留オーステナイトを分散させた、耐
衝突安全性および成形性に優れた自動車用高強度冷延鋼板が開示されている。金属組織に
残留オーステナイトを含む鋼板では、加工中にオーステナイトがマルテンサイト化し変態
誘起塑性により大きな伸びを示すが、硬質なマルテンサイトの生成により穴拡げ性が損な
われる。特許文献４において開示される冷延鋼板では、フェライトおよび残留オーステナ
イトを微細化することにより、延性および穴拡げ性が向上するとされているが、穴拡げ比
は高々１．５であり十分なプレス成形性を備えるとは言い難い。
【０００７】
　特許文献５には、結晶粒内に残留オーステナイトおよび／またはマルテンサイトからな
る第二相を微細に分散させた、伸びおよび伸びフランジ性に優れた高強度鋼板が開示され
ている。しかし、第二相をナノサイズにまで微細化し結晶粒内に分散させるために、Ｃｕ
やＮｉ等の高価な元素を多量に含有させたり、高温で長時間の溶体化処理を行う必要があ
り、製造コストの上昇や生産性の低下が著しい。また、同文献の実施例にはベイナイトを
母相組織とし残留オーステナイトを１７％含有する冷延鋼板が開示されているものの、強
度および伸びフランジ性に加えてさらに延性をも兼備するためには、さらに鋼組織を検討
する必要がある。
【０００８】
　特許文献６には、平均結晶粒径が１０μｍ以下であるフェライトおよび焼戻マルテンサ
イト中に残留オーステナイトおよび低温変態生成相を分散させた延性、伸びフランジ性お
よび耐疲労特性に優れた高張力溶融亜鉛めっき鋼板が開示されている。焼戻マルテンサイ
トは伸びフランジ性および耐疲労特性の向上に有効な相であり、焼戻マルテンサイトを細
粒化するとこれらの特性が一層向上するとされている。しかし、焼戻マルテンサイトと残
留オーステナイトとを含む金属組織を得るためには、マルテンサイトを生成させるための
一次焼鈍と、マルテンサイトを焼戻しさらに残留オーステナイトを得るための二次焼鈍が
必要となり、生産性が大幅に損なわれる。また、主相がフェライトや焼戻しマルテンサイ
トの場合、高強度で優れた伸びフランジ性を示すためには、必ずしも最適な組織であると
は言い難い。
【０００９】
　特許文献７には、熱間圧延直後に７２０℃以下まで急冷し、得られた熱延鋼板に冷間圧
延および焼鈍を施す、低温変態相を主相とした組織中に残留オーステナイトが微細に分散
した冷延鋼板の製造方法が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開昭５８－１２３８２３号公報
【特許文献２】特開昭５９－２２９４１３号公報
【特許文献３】特開平１１－１５２５４４号公報
【特許文献４】特開平１１－６１３２６号公報
【特許文献５】特開２００５－１７９７０３号公報
【特許文献６】特開２００１－１９２７６８号公報
【特許文献７】特開２０１３－３２５８０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　上述の特許文献７において開示される発明は、熱間圧延終了直後に急速冷却することに
より、オーステナイトに蓄積された加工歪みを解放させず、加工歪みを駆動力として変態
させることにより、微細粒組織を有する熱延板とし、冷間圧延後の焼鈍工程において、組
織の粗大化を抑制する焼鈍を施すことで、高い強度と良好な延性と良好な伸びフランジ性
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を有する優れた冷延鋼板の発明である。しかし、この方法では数１００℃／ｓ以上の急速
冷却を７００℃近傍の温度まで続けるため、量産工程では板温の制御が容易ではない。
【００１２】
　したがって、特許文献７記載の製造方法により得られた冷延鋼板は微細粒組織が得られ
るものの、板温の制御が容易ではないために組織が不均一になる場合があり、近年のさら
なる高性能化のニーズに対応可能な、高い強度と良好な延性と良好な伸びフランジ性とを
同時に具備する冷延鋼板を提供するためには、さらなる検討が必要である。
【００１３】
　本発明は、そのような問題点を解決するためになされたものであり、さらに具体的には
その課題は、優れた延性、伸びフランジ性を有する引張強度が７８０ＭＰａ以上の高張力
冷延鋼板を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明者らは、上述の課題に鑑み、冷延鋼板の化学組成および鋼組織と機械特性との関
係について鋭意研究を重ねた結果、以下に列記の知見ａ～ｉを得て、本発明を完成した。
（ａ）高い強度を得るためには鋼組織は硬質であることが好ましく、優れた伸びフランジ
性を得るためには鋼組織は均質であることが好ましい。したがって、高い強度と優れた伸
びフランジ性とを兼備させるためには、硬質かつ均質な組織であるベイナイトが最も適し
ており、ベイナイトを主体とする鋼組織とすることが重要である。
（ｂ）しかし、ベイナイトは延性に乏しい組織であるため、単にベイナイトを主体とする
鋼組織とするだけでは、優れた延性を確保することが困難である。
（ｃ）優れた延性を兼備させるためには、適量のポリゴナルフェライトと残留オーステナ
イトとを含有させることが効果的であるが、板厚方向の全域にわたって均一な組織とする
よりも、鋼板の表層近傍のフェライト量を増加することにより伸びフランジ性を維持でき
、一層の延性向上を図ることができる。
（ｄ）鋼板の表層近傍に軟質なフェライトを鋼板の内部に比べて多く生成させることによ
って鋼板の表層近傍の加工性が増加し、打ち抜き加工時の微小クラックの生成を抑制する
ことが可能となる。さらに、鋼板内部をベイナイト主体の組織とすることにより、微小な
クラックの伝播を抑制することが可能となる。これにより、延性および伸びフランジ性が
高められる。
（ｅ）また、適量の残留オーステナイトを含有させることにより変態誘起塑性（ＴＲＩＰ
）により延性が高められる。
（ｆ）ここで、残留オーステナイトは、変態誘起塑性（ＴＲＩＰ）により延性を高めるこ
とができる反面、変態誘起塑性（ＴＲＩＰ）により硬質なマルテンサイトに変態して伸び
フランジ性を低下させる。このため、残留オーステナイトを単に有するのでは、ベイナイ
トが主体の鋼組織とすることによる伸びフランジ性の向上作用が減殺されてしまい、優れ
た伸びフランジ性を確保することが困難となる。
（ｇ）残留オーステナイトは、主として１５°以上の結晶方位差を有する粒の間に生成す
る粒状のものと、ベイナイトラス間に生成するラス状のものに分類されるが、後者は残留
オーステナイト中の炭素濃度がより高まる傾向にあり、変態誘起塑性（ＴＲＩＰ）により
、粒状の残留オーステナイトよりも硬質なマルテンサイトを生じ易く、伸びフランジ性を
低下させる。
（ｈ）粒状の残留オーステナイトは、ラス状の残留オーステナイトに比べて、粗大化し易
い傾向にあり、打ち抜き加工時に粗大なクラックを生じて伸びフランジ性を低下させる。
このため、１５°以上の結晶方位差を有する粒の平均粒径を小さくして、粒状の残留オー
ステナイトの生成サイトを増加させ、微細に生成させることが有効である。
（ｉ）さらに、鋼板の表層部において１５°以上の結晶方位差を有する粒の平均粒径を小
さくして、粒状の残留オーステナイトを微細に生成させることにより、打ち抜き加工時に
粗大なクラックを抑制することで、鋼板の表層部の延性を維持でき、一層の伸びフランジ
性向上を図ることができる。
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【００１５】
　上記知見に基づいてなされた本発明は、以下のとおりである。
（１）質量％で、Ｃ：０．０２０％超０．３０％未満、Ｓｉ：０．１０％超３．００％以
下、Ｍｎ：１．００％超３．５０％以下、Ｐ：０．１０％以下、Ｓ：０．０１０％以下、
ｓｏｌ．Ａｌ：２．００％以下およびＮ：０．０１０％以下を含有し、残部がＦｅおよび
不純物からなる化学組成を有し、鋼板表面から板厚の１／４深さ位置における鋼組織が、
面積％で、ベイナイトを５０％以上、ポリゴナルフェライトを２％以上３０％未満、残留
オーステナイトを３％以上有し、残部が１５．０％以下であって、かつ残留オースナイト
を除く鋼組織において１５°以上の結晶方位差を有する粒界で囲まれる粒の平均粒径が７
μｍ以下であるとともに、下記式（１）および式（２）を満足する鋼組織を有することを
特徴とする冷延鋼板。
【００１６】
　Ｖαｓ＞１．１Ｖαｑ　　　　（１）
　Ｄｓ＜Ｄｑ　　　　　　　（２）
　ここで、
　Ｖαｓは鋼板表面から５０μｍ深さ位置でのフェライトの面積率（％）であり、
　Ｄｓは鋼板表面から５０μｍ深さ位置での残留オースナイトを除く鋼組織における１５
°以上の結晶方位差を有する粒界で囲まれる粒の平均粒径（μｍ）であり、
　Ｖαｑは鋼板表面から板厚の１／４深さ位置でのフェライトの面積率（％）であり、
　Ｄｑは鋼板表面から板厚の１／４深さ位置での残留オースナイトを除く鋼組織における
１５°以上の結晶方位差を有する粒界で囲まれる粒の平均粒径（μｍ）である。
（２）前記化学組成が、Ｆｅの一部に代えて、質量％で、Ｔｉ：０．２０％未満、Ｎｂ：
０．１０％未満およびＶ：０．５０％以下からなる群から選択される１種または２種以上
を含有するものであることを特徴とする上記（１）に記載の冷延鋼板。
（３）前記化学組成が、Ｆｅの一部に代えて、質量％で、Ｃｒ：１．０％以下、Ｍｏ：０
．５０％以下およびＢ：０．０１０％以下からなる群から選択される１種または２種以上
を含有するものであることを特徴とする上記（１）または上記（２）に記載の冷延鋼板。
（４）前記化学組成が、Ｆｅの一部に代えて、質量％で、Ｃａ：０．０１０％以下、Ｍｇ
：０．０１０％以下、ＲＥＭ：０．０５０％以下およびＢｉ：０．０５０％以下からなる
群から選択される１種または２種以上を含有するものであることを特徴とする上記（１）
から上記（３）のいずれかに記載の冷延鋼板。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、プレス成形などの加工に適用できる十分な延性、伸びフランジ性を兼
ね備えた高張力冷延鋼板が提供される。したがって、本発明は自動車の車体軽量化を通じ
て地球環境問題の解決に寄与できるなど、産業の発展に寄与するところ大である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　本発明に係る高張力冷延鋼板における化学組成、金属組織およびその鋼板を効率的、安
定的かつ経済的に製造しうる製造方法における圧延、焼鈍条件等について、以下に詳述す
る。以下の説明において、鋼板の化学組成に関する％は特に指定しない限り質量％である
。
【００１９】
　１．化学組成
　（１－１）Ｃ：０．０２０％超０．３０％未満
　Ｃは、ベイナイトの生成を促進する作用と残留オーステナイトを安定化する作用とを有
する。Ｃ含有量が０．０２０％以下では、目的とするベイナイト面積率や残留オーステナ
イト面積率を確保することが困難となる。したがって、Ｃ含有量は０．０２０％超とする
。好ましくは０．０７０％超、さらに好ましくは０．１０％超、特に好ましくは０．１４
％超である。一方、Ｃ含有量が０．３０％以上では鋼板の伸びフランジ性が損なわれるば
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かりか溶接性が劣化する。したがって、Ｃ含有量は０．３０％未満とする。好ましくは０
．２５％未満、さらに好ましくは０．２０％未満、特に好ましくは０．１７％未満である
。
【００２０】
　（１－２）Ｓｉ：０．１０％超３．００％以下
　Ｓｉは、Ａｌと同様に、セメンタイトの析出を遅延させる作用を有し、これにより、オ
ーステナイトが未変態で残留する量、すなわち残留オーステナイトの面積率を高めること
を可能とするとともに、固溶強化により鋼板の強度を高めることを可能とする。また、Ｓ
ｉは脱酸により鋼を健全化する作用を有する。Ｓｉ含有量が０．１０％以下では上記作用
による効果を得ることが困難である。したがって、Ｓｉ含有量は０．１０％超とする。好
ましくは０．６０％超、さらに好ましくは０．９０％超、特に好ましくは１．２０％超で
ある。一方、Ｓｉ含有量が３．００％超では鋼板の表面性状が劣化する。さらに、化成処
理性およびめっき性が著しく劣化する。したがって、Ｓｉ含有量は３．００％以下とする
。好ましくは２．００％未満、さらに好ましくは１．８０％未満、特に好ましくは１．６
０％未満である。後述するＡｌを含有する場合は、Ｓｉ含有量とｓｏｌ．Ａｌ含有量が下
記式（３）を満足することが好ましく、下記式（４）を満足するとさらに好ましく、下記
式（５）を満足すると特に好ましい。
【００２１】
　Ｓｉ＋ｓｏｌ．Ａｌ＞０．６０・・・（３）
　Ｓｉ＋ｓｏｌ．Ａｌ＞０．９０・・・（４）
　Ｓｉ＋ｓｏｌ．Ａｌ＞１．２０・・・（５）
　ここで、式中のＳｉは鋼中でのＳｉ含有量を、ｓｏｌ．Ａｌは酸可溶性のＡｌ含有量を
質量％にて表したものである。
【００２２】
　（１－３）Ｍｎ：１．００％超３．５０％以下
　Ｍｎは、フェライト変態を抑制してベイナイトの生成を促進する作用を有する。Ｍｎ含
有量が１．００％以下では、目的とするベイナイト面積率を確保することが困難である。
したがって、Ｍｎ含有量は１．００％超とする。好ましくは１．５０％超、さらに好まし
くは１．８０％超、特に好ましくは２．１０％超である。一方、Ｍｎ含有量が３．５０％
超では、フェライト変態が過度に抑制され、目的とするポリゴナルフェライト面積率を確
保することが困難となる。また、ベイナイト変態の完了が遅延するためにオーステナイト
への炭素濃化が促進されず、残留オーステナイトの生成が不十分となり、目的とする残留
オーステナイト面積率を確保することが困難となるとともに、残留オーステナイト中の炭
素濃度を高めることが困難となる。したがって、Ｍｎ含有量は３．５０％以下とする。好
ましくは３．００％未満、さらに好ましくは２．８０％未満、特に好ましくは２．６０％
未満である。
【００２３】
　（１－４）Ｐ：０．１０％以下
　Ｐは、一般に不純物として含有される元素であるが、固溶強化により強度を高める作用
を有する元素でもある。したがって、Ｐを積極的に含有させてもよい。しかし、Ｐは、偏
析し易い元素であり、その含有量が０．１０％を超えると、粒界偏析に起因する成形性や
靭性の低下が顕著となる。したがって、Ｐ含有量は０．１０％以下とする。好ましくは０
．０５０％未満、さらに好ましくは０．０２０％未満、特に好ましくは０．０１５％未満
である。Ｐ含有量の下限は、特に規定する必要はないが精錬コストの観点から、０．００
１％以上とすることが好ましい。
【００２４】
　（１－５）Ｓ：０．０１０％以下
　Ｓは、不純物として含有される元素であり、鋼中に硫化物系介在物を形成して伸びフラ
ンジ性を劣化させる。このため、Ｓ含有量は少ないほど好ましい。したがって、Ｓ含有量
は０．０１０％以下とする。好ましくは０．００５％未満、さらに好ましくは０．００３
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％未満、特に好ましくは０．００２％未満である。Ｓ含有量の下限は特に規定する必要は
ないが、精錬コストの観点からはＳ含有量は０．０００１％以上とすることが好ましい。
【００２５】
　（１－６）ｓｏｌ．Ａｌ：２．００％以下
　Ａｌは、Ｓｉと同様に、鋼を脱酸して鋼板を健全化する作用を有する。本発明において
は、Ａｌと同様に脱酸作用を有するＳｉを含有させるため、Ａｌは必ずしも含有させる必
要はない。脱酸の促進を目的として含有させる場合には、ｓｏｌ．Ａｌとして０．００５
０％以上含有させることが好ましい。さらに好ましいｓｏｌ．Ａｌ含有量は０．０２０％
超である。また、Ａｌは、Ｓｉと同様にオーステナイトからのセメンタイトの析出を抑制
することで残留オーステナイトの生成を促進する作用を有する。残留オーステナイトの生
成を促進を目的として含有させる場合には、ｓｏｌ．Ａｌ含有量は好ましくは０．０４０
％超、さらに好ましくは０．０５０％超、特に好ましくは０．０６０％超である。一方、
ｓｏｌ．Ａｌ含有量が０．０１０％未満では上記作用による効果を得ることが困難である
。したがって、ｓｏｌ．Ａｌ含有量は、０．０１０％以上であり、好ましくは０．２０％
以上である。一方、ｓｏｌ．Ａｌ含有量が高すぎると、アルミナに起因する表面疵が発生
しやすくなるばかりか、変態点が大きく上昇し、焼鈍後にベイナイトを主相とする金属組
織を得ることが困難となる。したがって、ｓｏｌ．Ａｌ含有量は２．００％以下とする。
好ましくは０．６０％未満、さらに好ましくは０．２０％未満、特に好ましくは０．１０
％未満である。
【００２６】
　（１－７）Ｎ：０．０１０％以下
　Ｎは、不純物として含有される元素であり、鋼板の成形性を低下させる作用を有する。
Ｎ含有量が０．０１０％超では成形性の低下が著しくなる。したがって、Ｎ含有量は０．
０１０％以下とする。好ましくは０．００６％以下であり、さらに好ましくは０．００５
％以下である。Ｎ含有量の下限は特に規定する必要はないが、後述するようにＴｉ、Ｎｂ
およびＶの１種または２種以上を含有させて鋼組織の微細化を図る場合を考慮すると、炭
窒化物の析出を促進させるためにＮ含有量は０．００１０％以上とすることが好ましく、
さらに好ましくは０．００２０％以上である。
【００２７】
　本実施の形態に係る鋼板は、以下に列記する元素を任意元素として含有してもよい。
　（１－８）Ｔｉ：０．２０％未満、Ｎｂ：０．１０％未満およびＶ：０．５０％以下か
らなる群から選択される１種または２種以上
　Ｔｉ、ＮｂおよびＶは、いずれも、鋼中に炭化物または窒化物として析出し、そのピン
止め効果によって鋼組織を微細化する作用を有する。したがって、これらの元素の１種ま
たは２種以上を含有させてもよい。しかし、過剰に含有させても、上記作用による効果が
飽和して不経済となる。したがって、Ｔｉ含有量は０．２０％未満、Ｎｂ含有量は０．１
０％未満、Ｖ含有量は０．５０％以下とする。これらの元素の上記作用による効果をより
確実に得るには、Ｔｉ：０．００５％以上、Ｎｂ：０．００２％以上、およびＶ：０．０
０５％以上のいずれかを満足させることが好ましい。
【００２８】
　（１－９）Ｃｒ：１．０％以下、Ｍｏ：０．５０％以下およびＢ：０．０１０％以下か
らなる群から選択される１種または２種以上
　Ｃｒ、Ｍｏ、Ｂは、いずれも、焼入性を高める作用を有する。したがって、これらの元
素の１種または２種以上を含有させてもよい。
【００２９】
　しかしながら、過剰に含有させても上記作用による効果が飽和して不経済となる。した
がって、Ｃｒ含有量は１．０％以下、Ｍｏ含有量は０．５０％以下、Ｂ含有量は０．０１
０％以下とする。Ｃｒ含有量は好ましくは０．５０％以下であり、Ｍｏ含有量は好ましく
は０．２０％以下であり、Ｂ含有量は好ましくは０．００３０％以下である。上記作用に
よる効果をより確実に得るには、Ｃｒ：０．２０％以上、Ｍｏ：０．０５％以上およびＢ
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：０．００１０％以上のいずれかを満足させることが好ましい。
【００３０】
　（１－１０）Ｃａ：０．０１０％以下、Ｍｇ：０．０１０％以下、ＲＥＭ：０．０５０
％以下およびＢｉ：０．０５０％以下からなる群から選択される１種または２種以上
　　Ｃａ、ＭｇおよびＲＥＭは介在物の形状を調整することにより、Ｂｉは凝固組織を微
細化することにより、ともに伸びフランジ性を改善する作用を有する。したがって、これ
らの元素の１種または２種以上を含有させてもよい。しかしながら、過剰に含有させても
上記作用による効果が飽和して不経済となる。したがって、Ｃａ含有量は０．０１０％以
下、Ｍｇ含有量は０．０１０％以下、ＲＥＭ含有量は０．０５０％以下、Ｂｉ含有量は０
．０５０％以下とする。好ましくは、Ｃａ含有量は０．００２０％以下、Ｍｇ含有量は０
．００２０％以下、ＲＥＭ含有量は０．００２０％以下、Ｂｉ含有量は０．０１０％以下
である。上記作用をより確実に得るには、Ｃａ：０．０００５％以上、Ｍｇ：０．０００
５％以上、ＲＥＭ：０．０００５％以上およびＢｉ：０．００１０％以上のいずれかを満
足させることが好ましい。なお、ＲＥＭとは希土類元素を意味し、Ｓｃ、Ｙおよびランタ
ノイドの合計１７元素の総称であり、ＲＥＭ含有量はこれらの元素の合計含有量である。
【００３１】
　化学成分における上記以外の残部は、Ｆｅおよび不純物である。
　２．鋼組織
　本発明に係る冷延鋼板の組織は、鋼板表面から板厚の１／４深さ位置および鋼板表面か
ら５０μｍ深さ位置での鋼組織に特徴を有する。ここで、鋼板表面から板厚の１／４深さ
位置は、鋼板表面と鋼板の板厚中心との中間点であるので、この位置での鋼組織は鋼板の
平均的な組織を示している。一方、鋼板表面から５０μｍ深さの位置での鋼組織は、鋼板
の表面近傍における組織を示す。鋼板の表層は、酸化スケールや冷却の影響によって組織
が乱れる可能性があるので、そのような乱れを避けるために、表面から５０μｍ深さ位置
での組織によって鋼板表面近傍の組織を規定する。
【００３２】
　（２－１）鋼板表面から板厚の１／４深さ位置でのベイナイト面積率：５０％以上
　上述したように、ベイナイトは、硬質かつ均質な組織であり、高い強度と優れた伸びフ
ランジ性とを兼備させるのに最も適した組織である。ベイナイト面積率が５０％未満では
高い強度と優れた伸びフランジ性とを鋼板に兼備させることが困難である。したがって、
ベイナイト面積率は５０％以上とする。好ましくは６０％以上である。ベイナイト面積率
の上限は特に規定する必要はない。しかし、後述する他の相や組織の面積率の下限値より
、ベイナイト面積率は９５％以下となる。なお、本発明におけるベイナイトには上部ベイ
ナイトおよび下部ベイナイトの双方が含まれる。
【００３３】
　（２－２）鋼板表面から板厚の１／４深さ位置でのポリゴナルフェライト面積率：２％
以上３０％未満
　軟質なポリゴナルフェライトを含有させることにより、鋼板の変形初期の加工硬化指数
が向上する。さらに、反射的効果として残留オーステナイトへの炭素濃化が促進されるた
め、変形後期の加工硬化指数も向上する。その結果、鋼板の延性および伸びフランジ性が
向上する。ポリゴナルフェライト面積率が２．０％未満では上記作用による効果を得るこ
とが困難である。したがって、ポリゴナルフェライト面積率は２．０％以上とする。
【００３４】
　一方、ポリゴナルフェライト面積率が３０％以上になると、ボイドの発生起点となり易
いポリゴナルフェライトとマルテンサイトとの界面や、ポリゴナルフェライトとパーライ
トとの界面が増加することに起因して、特に伸びフランジ性が低下する場合がある。した
がって、ポリゴナルフェライト面積率は３０％未満とする。好ましくは２５％以下、さら
に好ましくは２０％以下である。
【００３５】
　（２－３）鋼板表面から板厚の１／４深さ位置での残留オーステナイト面積率：３％以
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上
　残留オーステナイトは、変態誘起塑性（ＴＲＩＰ）により延性を高める作用を有する。
残留オーステナイト面積率が３％未満では、上記作用による効果を得ることが困難である
。したがって、残留オーステナイト面積率は３％以上とする。好ましくは５％以上、さら
に好ましくは７％以上である。残留オーステナイト面積率の上限は特に規定する必要はな
いが、上記化学組成において確保し得る残留オーステナイト面積率は概ね４０％未満であ
る。
【００３６】
　なお、残留オーステナイト中の炭素濃度Ｃγを０．４質量％以上とすることにより、残
留オーステナイトは適度に安定化し、変形後期の高歪域において変態誘起塑性（ＴＲＩＰ
）を多く生じるようになるため、延性および伸びフランジ性が一層向上する。したがって
、残留オーステナイト中の炭素濃度Ｃγは０．４質量％以上とすることが好ましい。さら
に好ましくは０．６質量％以上、特に好ましくは０．８質量％以上である。また、残留オ
ーステナイト中の炭素濃度Ｃγを２．０質量％以下とすることにより、残留オーステナイ
トの過度な安定化を抑制し、変態誘起塑性（ＴＲＩＰ）をより確実に発現させることがで
きる。したがって、残留オーステナイト中の炭素濃度Ｃγは２．０質量％以下とすること
が好ましく、さらに好ましくは１．８質量％以下である。
【００３７】
　なお、残留オーステナイトの定量方法には、Ｘ線回折、ＥＢＳＰ（電子後方散乱回折像
、Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｂａｃｋ　Ｓｃａｔｔｅｒｉｎｇ　Ｐａｔｔｅｒｎ）解析、磁気測
定による方法などがあり、方法によって定量値が異なる場合がある。本発明で規定する残
留オーステナイトの面積率はＸ線回折による測定値である。
【００３８】
　Ｘ線回折による残留オーステナイト面積率の測定では、Ｃｏ－Ｋα線を用いてα（１１
０）、α（２００）、α（２１１）、γ（１１１）、γ（２００）、γ（２２０）の計６
ピークの積分強度を求め、強度平均法を用いて算出した。
【００３９】
　（２－４）鋼板表面から板厚の１／４深さ位置でのベイナイト、ポリゴナルフェライト
および残留オーステナイトを除く残部の面積率：１５％以下
　本発明に係る冷延鋼板の組織は、上述したベイナイト、ポリゴナルフェライトおよび残
留オーステナイトから構成されることが成形性の観点から好ましいが、マルテンサイト、
パーライト、セメンタイトなど上記以外の組織が混在したとしても、その面積率が１５％
以下であれば許容できる。上記残部の面積率は好ましくは１０％以下である。
【００４０】
　（２－５）鋼板表面から板厚の１／４深さ位置での残留オースナイトを除く鋼組織にお
いて１５°以上の結晶方位差を有する粒界で囲まれる粒の平均粒径：７μｍ以下
　上述したように、残留オーステナイトは、主に１５°以上の結晶方位差を有する粒の間
とベイナイトラス間とに形成される。そして、前者の方が後者に比して粗大化する傾向に
あるため、前者の残留オーステナイトを微細に分散させることが重要である。そのために
は、１５°以上の結晶方位差を有する粒の平均粒径を小さくして、残留オーステナイトの
生成サイトを増加させることが有効である。
【００４１】
　上記平均粒径が７μｍ超では、残留オーステナイトを微細に分散させることが不十分と
なり、残留オーステナイトによる伸びフランジ性の低下作用を効果的に抑制することが困
難である。したがって、上記平均粒径は、７μｍ以下が好ましく、６μｍ以下であればさ
らに好ましく、５μｍ以下であれば特に好ましい。平均粒径は小さいほど好ましいので平
均粒径の下限は特に規定する必要はない。
【００４２】
　平均粒径（Ｄ）は、下記（６）式で算出される値とする。（６）式中、Ｎは平均粒径の
評価領域に含まれる粒の数を示し、Ａｉはｉ番目（ｉ＝１、２、・・、Ｎ）の粒の面積を
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示し、ｄｉはｉ番目の結晶粒の円相当直径を示す。これらのデータはＥＢＳＰ解析により
容易に求められる。具体的には、鉄の面心立方格子（ＦＣＣ）と体心立方格子（ＢＣＣ）
の結晶構造定義を用いて相を区別し、その内、体心立方格子（ＢＣＣ）として認識された
相だけを解析することにより求められる。
【００４３】
【数１】

【００４４】
　なお、１５°以上の結晶方位差を有する粒は、主に、フェライト粒やベイナイトブロッ
クである。ＪＩＳ　Ｇ０５５２に準じたフェライト粒径の測定方法では、結晶方位差が１
５°未満である粒についても粒径が算定されてしまい、さらに、ベイナイトブロックは算
定されないため、残留オーステナイトの分散形態を適切に規定することができない。した
がって、本発明ではＥＢＳＰ解析により求めた値を採用する。
【００４５】
　具体的には、ＥＢＳＰ測定装置にＴＳＬ製ＯＩＭＴＭ５を使用し、圧延方向に平行な縦
断面を電解研磨した後、板厚方向に５０μｍ、圧延方向に１００μｍの大きさの領域にお
いて０．１μｍピッチで電子ビームを照射し、得られた測定データの内、信頼性指数が０
．１以上のものを有効なデータとしてｂｃｃ粒の判定を行う。ｂｃｃ粒として観察された
、方位差１５゜以上の粒界で囲まれた領域を一つのｂｃｃ粒として、個々のｂｃｃ粒の円
相当直径および面積を求め、前述した（６）式にしたがって平均粒径を算出する。なお、
ＥＢＳＰによる金属組織評価では格子定数を考慮しないため、マルテンサイトのようなｂ
ｃｔ（体心正方格子）構造の粒も一緒に測定される。従って、ｂｃｃ粒とは、ｂｃｃ構造
の粒とｂｃｔ構造の粒の両者を包含するものである。
【００４６】
　（２－６）鋼板表面から５０μｍ深さ位置と鋼板表面から板厚の１／４深さ位置とにお
けるフェライトの面積率および残留オースナイトを除く鋼組織における１５°以上の結晶
方位差を有する粒界で囲まれる粒の平均粒径の関係
　伸びフランジ成形や曲げ成形等のように、鋼板内部に比して鋼板表層部における歪量が
大きい成形法では、鋼板表層部における変形能を高めるとともに、打ち抜き加工時の微小
クラックの生成を抑制することが重要である。そのため、本発明に係る冷延鋼板の組織は
、鋼板表面から板厚の１／４深さ位置における鋼組織を以上のように規定するほかに、鋼
板表面から５０μｍ深さ位置での鋼組織と板厚の１／４深さ位置での鋼組織との関係を以
下のように規定する。
【００４７】
　鋼板表面から５０μｍ深さ位置でのフェライトの面積率が鋼板表面から板厚の１／４深
さ位置でのフェライトの面積率の１．１倍以下であったり、鋼板表面から５０μｍ深さ位
置での残留オースナイトを除く鋼組織における１５°以上の結晶方位差を有する粒界で囲
まれる粒の平均粒径が鋼板表面から板厚の１／４深さ位置での残留オースナイトを除く鋼
組織において１５°以上の結晶方位差を有する粒界で囲まれる粒の平均粒径以上であった
りすると、鋼板内部に比べて鋼板表面近傍の変形能を高めることができず、打ち抜き加工
時の微小クラックの生成を抑制することが困難となる。また、残留オーステナイトの均一
微細分散を促進することも不可能となって、微小クラックの伝播を抑制することが困難と
なり、結果として穴拡げ性を飛躍的に向上させることができない。したがって、下記式（
１）および（２）を満足するものとする。
【００４８】
　Ｖαｓ＞１．１Ｖαｑ　　　　（１）
　Ｄｓ＜Ｄｑ　　　　　　　（２）
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　ここで、
　Ｖαｓは鋼板表面から５０μｍ深さ位置でのフェライトの面積率（％）であり、Ｄｓは
鋼板表面から５０μｍ深さ位置での残留オースナイトを除く鋼組織における１５°以上の
結晶方位差を有する粒界で囲まれる粒の平均粒径（μｍ）であり、Ｖαｑは鋼板表面から
板厚の１／４深さ位置でのフェライトの面積率（％）であり、Ｄｑは鋼板表面から板厚の
１／４深さ位置での残留オースナイトを除く鋼組織における１５°以上の結晶方位差を有
する粒界で囲まれる粒の平均粒径（μｍ）である。
【００４９】
　３．製造条件
　本発明に係る冷延鋼板は、上述した化学組成と板厚方向の傾斜組織を含む鋼組織を有す
るものであればよく、その製造方法は特に限定されないが、本発明に係る冷延鋼板を得る
のに好適な製造方法を以下に説明する。
【００５０】
　本発明に係る冷延鋼板を得るには、以下の手法が好ましい。すなわち、熱延時にオース
テナイトに蓄積された加工歪みを解放させず、加工歪みを駆動力として変態させることに
より、微細粒組織を有する熱延板を作成する。さらに熱間圧延により導入されるせん断歪
みを利用して、熱延板の組織を鋼板表層部が鋼板内部よりもさらに細粒となる傾斜組織を
作る。この熱延板を冷間圧延し、焼鈍工程において、組織の粗大化を抑制し、熱延板の組
織傾斜を効率的に利用することで、板厚方向の傾斜組織を有し、結晶粒径が細粒であるベ
イナイトを主体とする金属組織を有する焼鈍板を得る。
【００５１】
　具体的には、熱間圧延において、最終圧延パスと最終圧延パスの１つ前の圧延パスおよ
び２つ前の圧延パスにおける圧下率を３０％以上５０％以下とし、８６０℃以上１０５０
℃以下の温度域で下記式（７）を満足する多パス熱間圧延を施し、圧延完了後０．３秒間
以内に冷却を開始して、２００℃／秒以上の冷却速度で８５０℃未満Ａｒ３点以上の温度
域まで冷却し、この温度域で１秒間以上３秒間未満の時間滞留させた後に、２０℃／秒以
上の冷却速度で６００℃以上７５０℃未満の温度域まで冷却し、この温度域で１秒間以上
１５秒間以内滞留させ、５００℃超の温度域で巻き取ることが好ましい。
【００５２】
　０．００２／ｅｘｐ（－６０８０／（Ｔ＋２７３））≦ｔ≦２．０　　　　（７）
　ここで、各記号の意味は次の通りである。
ｔ：最終圧延パスの１つ前の圧延パスの圧延完了から最終圧延パスの圧延開始までのパス
間時間（秒）
　Ｔ：最終圧延パスの１つ前の圧延パスの圧延完了温度（℃）
　このような方法にて製造した熱延板を母材として採用し、焼鈍工程において、加熱速度
、均熱温度、冷却速度等を制御することで、組織の粗大化を抑制し、上記化学組成、板厚
方向の傾斜組織を含む鋼組織を有する冷延鋼板を製造することが容易になる。以下に製造
方法についてより詳しく説明する。
【００５３】
　（３－１）スラブ、熱間圧延に供する際のスラブ温度、熱間圧延態様
　熱間圧延に供するスラブは、連続鋳造により得られたスラブや鋳造・分塊により得られ
たスラブなどを用いることができ、必要によってはそれらに熱間加工または冷間加工を加
えたものを用いることができる。
【００５４】
　熱間圧延に供するスラブの温度は、熱間圧延をオーステナイト域で行うためにオーステ
ナイト単相域となる温度に加熱すればよく、特に限定する必要はないが、後述する好適な
圧延完了温度を確保する観点からは１０５０℃以上とすることが好ましく、スケールロス
を抑制する観点からは１３５０℃以下とすることが好ましい。なお、熱間圧延に供するス
ラブが連続鋳造により得られたスラブや分塊圧延により得られたスラブであって高温状態
にある場合には、加熱することなしに熱間圧延に供してもよい。
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【００５５】
　熱間圧延は、多パス圧延としてレバースミルまたはタンデムミルを用いるのが好ましい
。特に工業的生産性の観点から、少なくとも最終の数段はタンデムミルを用いた圧延とす
ることがより好ましい。
【００５６】
　（３－２）最終圧延パス、最終圧延パスの１つ前の圧延パスおよび最終圧延パスの２つ
前の圧延パスにおける圧下率：３０％以上５０％以下
　最終圧延パス、最終圧延パスの１つ前の圧延パスおよび最終圧延パスの２つ前の圧延パ
スにおける圧下率は３０％以上５０％以下とすることが好ましい。
【００５７】
　最終圧延パス、最終圧延パスの１つ前の圧延パスおよび最終圧延パスの２つ前の圧延パ
スにおける圧下率をそれぞれ３０％以上とすることにより、主に再結晶オーステナイト粒
の微細化が図られるとともに、鋼板の表層近傍に導入されるせん断歪みの効果によって鋼
板の表層近傍の再結晶オーステナイト粒が鋼板の内部に比べて一層微細化される。さらに
、最終圧延パスの圧下率を３０％以上とすることにより、後述する熱間圧延後の冷却条件
と相俟って、導入される歪みを変態駆動力および変態核生成サイトとして、鋼板の内部に
比べて鋼板の表層近傍のフェライト変態を促進することが可能となる。各圧延パスでの圧
下率が３０％未満では、鋼板表層近傍に導入されるせん断歪み量が不十分となり、鋼板表
層部が鋼板内部よりも細粒となる傾斜組織を有する熱延鋼板が得られない。したがって、
最終圧延パス、最終圧延パスの１つ前の圧延パスおよび最終圧延パスの２つ前の圧延パス
における圧下率は、３０％以上が好ましく、４０％以上とすることがより好ましい。
【００５８】
　一方、鋼板の平坦性や導入した歪みの加工発熱による解放を抑制する観点から、各圧延
パスでの圧下率は好ましくは５０％以下である。
【００５９】
　（３－３）圧延完了温度：８６０℃以上１０５０℃以下
　圧延完了温度は８６０℃以上１０５０℃以下とすることが好ましい。圧延完了温度を８
６０℃以上とすることにより、圧延時の変形抵抗が低減され、圧延が容易になる。したが
って、圧延完了温度は８６０℃以上とすることが好ましい。さらに好ましくは８８０℃以
上、特に好ましくは９００℃以上である。
【００６０】
　また、圧延完了温度を１０５０℃以下とすることにより、圧延により導入した歪の解放
が抑制され、後続する冷却処理を適切に施すことにより、上記歪による駆動力を効率的に
利用したフェライト変態およびベイナイト変態が実現され、鋼板表層部が鋼板内部よりも
細粒となる傾斜組織を有する熱延鋼板を容易に得ることができる。したがって、圧延完了
温度は１０５０℃以下とすることが好ましい。さらに好ましくは１０３０℃以下、特に好
ましくは１０００℃以下、最も好ましくは９８０℃以下である。なお、これらの温度は鋼
材の表面温度であり、放射温度計等により測定することができる。
【００６１】
　（３－４）最終圧延パスの１つ前の圧延パスの圧延完了から最終圧延パスの圧延開始ま
でのパス間時間：式（７）を満足
　上記式（７）を満足することにより、最終圧延パスの１つ前の圧延パスの圧延完了から
最終圧延パスの圧延開始までのパス間において、オーステナイトの再結晶が促進されると
ともにオーステナイトの粒成長が抑制されるため、圧延中の再結晶オーステナイト粒の微
細化が図られ、熱延鋼板の金属組織が微細化し、冷間圧延および焼鈍後の金属組織を微細
化し、延性、伸びフランジ性を向上させる。
【００６２】
　（３－５）圧延完了後の一次冷却：圧延完了後０．３秒間以内に冷却を開始して、２０
０℃／秒以上の冷却速度で８５０℃未満Ａｒ３点以上の温度域まで冷却
　圧延により導入した歪による駆動力を効率的に活用して変態させるため、圧延完了の一
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次冷却は０．３秒間以内に冷却を開始して、２００℃／秒以上の冷却速度で８５０℃未満
Ａｒ３点以上の温度域まで冷却することが好ましい。
【００６３】
　圧延完了後０．３秒間以内に冷却を開始して、２００℃／秒以上の冷却速度で８５０℃
未満Ａｒ３点以上の温度域まで冷却することで、後述する滞留時間と相俟って、鋼板の表
層近傍でのフェライト変態駆動力を残したまま、鋼板の内部の蓄積歪みを解放させること
が可能となる。これにより、鋼板表層部が鋼板内部よりも細粒となる傾斜組織を有する熱
延鋼板を得ることができる。圧延完了後、冷却開始までの時間が０．３秒間を超える場合
や冷却速度が２００℃／秒未満では鋼板の表面に導入された歪みが解放してしまい、この
ような傾斜組織を有する熱延鋼板が得られない。また、一次冷却の停止温度が８５０℃以
上では、鋼板の表層近傍の蓄積歪みの解放が顕著となり所望の組織を有する熱延鋼板が得
られない。一方、一次冷却の停止温度がＡｒ３点を下回ると一部フェライト変態が起こる
が、Ａｒ３点付近ではフェライト粒の核生成が不十分になりやすいために、混粒組織とな
りやすく、組織の微細化が不十分になり、良好な機械特性が得られなくなる。したがって
、圧延完了の一次冷却は０．３秒間以内に冷却を開始して、２００℃／秒以上の冷却速度
で８５０℃未満Ａｒ３点以上の温度域まで冷却することが好ましい。
【００６４】
　圧延完了から冷却開始までの時間はより好ましくは０．２秒間以内、さらに好ましくは
０．１５秒間以内である。また、冷却速度はより好ましくは２５０℃／秒以上、さらに好
ましくは３００℃／秒以上である。冷却速度の上限値は特に規定しないが、冷却速度を速
くすると冷却設備が大掛かりとなり、設備コストが高くなる。このため、設備コストを考
えると、６００℃／秒以下が好ましい。
【００６５】
　（３－６）８５０℃未満Ａｒ３点以上の温度域での滞留時間：１秒間以上３秒間未満
　８５０℃未満Ａｒ３点以上の温度域での滞留時間は１秒間以上３秒間未満とすることが
好ましい。これによって、鋼板の表層近傍でのフェライト変態駆動力を残したまま、鋼板
の内部の蓄積歪みを解放されることが可能となり、鋼板表層部が鋼板内部よりも細粒とな
る傾斜組織を有する熱延鋼板を容易に得ることができる。１秒間未満では、鋼板の内部の
歪み解放が不十分なため所望の傾斜組織を有する熱延鋼板を得ることができない。一方、
３秒間以上では鋼板の表面に導入された歪みが解放してしまい、同様に所望の傾斜組織を
有する熱延鋼板を得ることができない。したがって、８５０℃未満Ａｒ３点以上の温度域
での滞留時間は１秒間以上３秒間未満とすることが好ましい。
【００６６】
　（３－７）６００℃以上７５０℃未満の温度域への冷却速度：２０℃／秒以上、該温度
域での滞留時間：１秒間以上１５秒間以内
　上述した鋼板表層部と鋼板内部の蓄積歪みの差を有効に利用して、熱延板の傾斜組織を
得る為には、フェライト変態が活発となる６００℃以上７５０℃未満の温度域まで２０℃
／秒以上の冷却速度で冷却し、この温度域にて１秒間以上１５秒間以内滞在させることが
好ましい。冷却速度が２０℃／秒未満の場合、鋼板の内部で冷却中に一部フェライト変態
が生じ、混粒組織となりやすいために、微細均一な熱延板組織と成り難い。したがって、
この温度域への冷却速度は２０℃／秒以上とすることが好ましく、より好ましくは４０℃
／秒、さらに好ましくは６０℃／秒、特に好ましくは８０℃／秒である。
【００６７】
　上記温度域に滞在させる時間が１秒間未満では、フェライト変態が十分に進行せず、混
粒組織となりやすいために、微細均一な熱延板組織と成り難い。一方、上記の温度域に滞
在させる時間が１５秒間超の場合、オーステナイトに導入された歪みが解放され、粗大な
フェライトが析出するため、やはり混粒組織となりやすくなる。したがって、上記温度域
に滞在させる時間は１秒間以上１５秒間以内とすることが好ましい。
【００６８】
　（３－８）巻取温度までの平均冷却速度：３０℃／秒以上、巻取温度：４００℃超
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　巻取温度までの平均冷却速度は、オーステナイトに導入された歪みの解放による粗大な
フェライトの析出を抑制するため、３０℃／秒以上とすることが好ましい。平均冷却速度
は、４０℃／秒以上であればさらに好ましく、５０℃／秒であれば特に好ましい。
【００６９】
　巻取温度は４００℃超とすることが好ましい。巻取温度が４００℃超であると、熱延鋼
板において鉄炭化物が充分に析出し、この鉄炭化物が冷間圧延および焼鈍後の金属組織の
粗大化抑制効果を有するからである。巻取温度は５００℃超であることがさらに好ましい
。５５０℃超であると特に好ましく、５８０℃超であると最も好ましい。一方、巻取温度
が高すぎると、熱延鋼板においてフェライトが粗大となり、冷間圧延および焼鈍後の金属
組織が粗大化する。このため巻取温度は６５０℃未満とすることが好ましく、６２０℃未
満とするとさらに好ましい。
【００７０】
　（３－９）熱延板板厚
　熱延鋼板の板厚は１．２ｍｍ超６ｍｍ以下が好ましい。熱延鋼板の板厚が１．２ｍｍ以
下では、圧延完了温度の確保が困難になるとともに圧延荷重が過大となって、熱間圧延が
困難となる場合がある。したがって、本発明に係る熱延鋼板の板厚は１．２ｍｍ超が好ま
しい。さらに好ましくは１．４ｍｍ以上である。一方、板厚が６ｍｍ超では、熱延板組織
の微細化が困難となるだけでなく、上述した傾斜組織を得ることも困難となる。したがっ
て、板厚は６ｍｍ以下とする。好ましくは５ｍｍ以下である。
【００７１】
　（３－１０）冷間圧延工程
　熱間圧延された鋼板は、酸洗等により脱スケールされた後に、常法に従って冷間圧延さ
れる。冷間圧延は、再結晶を促進して冷間圧延および焼鈍後の金属組織を均一化し、伸び
フランジ性をさらに向上させるために、冷圧率を４０％以上とすることが好ましい。冷圧
率が高すぎると、圧延荷重が増大して圧延が困難となるため、冷圧率の上限を７０％未満
とすることが好ましく、６０％未満とすることはさらに好ましい。
【００７２】
　（３－１１）焼鈍工程
　冷間圧延後の鋼板は、必要に応じて公知の方法に従って脱脂等の処理が施された後、焼
鈍される。
【００７３】
　焼鈍における加熱過程では、再結晶を促進して焼鈍後の金属組織を均一化すると共に、
熱延板の組織傾斜を効率よく焼鈍板の組織に反映させ、傾斜組織による伸びフランジ性を
向上させるために、７００℃から均熱温度までの加熱速度を１０．０℃／秒未満とするこ
とが好ましい。８．０℃／秒未満とするとさらに好ましく、５．０℃／秒未満とすると特
に好ましい。熱延板の粒径が細粒であると再結晶の核生成が起こりやすく、逆変態前の再
結晶組織が微細均一となり、逆変態後のオーステナイトの粒径も微細となる。すなわち、
熱延板組織を鋼板表層部が鋼板内部よりも細粒となる傾斜組織とし、１０．０℃／秒未満
の加熱速度で焼鈍することで、焼鈍均熱時のオーステナイト粒径も鋼板表層部が鋼板内部
より微細となり、熱延板の組織傾斜を焼鈍板の組織に効率よく反映させることができる。
【００７４】
　焼鈍における均熱温度の下限は、（Ａｃ３点－４０℃）以上とすることが好ましい。こ
れは、主相がベイナイト相となる金属組織を得るためである。ベイナイト相の体積率を増
加させ、伸びフランジ性を向上させるために、均熱温度は（Ａｃ３点－２０℃）超とする
ことが好ましく、Ａｃ３点超とするとさらに好ましい。しかしながら、均熱温度が高くな
り過ぎると、オーステナイトが過度に粗大化して焼鈍板の組織が粗粒化するだけでなく、
板厚内でのオーステナイト粒の粒径差が小さくなり、焼鈍板の組織傾斜も小さくなるため
、延性、伸びフランジ性が劣化し易くなる。このため、均熱温度の上限は、（Ａｃ３点＋
１００℃）未満とすることが好ましい。（Ａｃ３点＋５０℃）未満とするとさらに好まし
く、（Ａｃ３点＋２０℃）未満とすると特に好ましい。
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【００７５】
　均熱温度での保持時間（均熱時間）は特に限定する必要はないが、安定した機械特性を
得るために、１５秒間超とすることが好ましく、６０秒間超とするとさらに好ましい。一
方、保持時間が長くなりすぎると、焼鈍板の組織が粗粒化するだけでなく、板厚内でのオ
ーステナイト粒の粒径差が小さくなり、焼鈍板の組織傾斜も小さくなるため、延性、伸び
フランジ性が劣化し易くなる。このため、保持時間は、１５０秒間未満とすることが好ま
しく、１２０秒間未満とするとさらに好ましい。
【００７６】
　上述のように、熱延板組織を鋼板表層部が鋼板内部よりも細粒となる傾斜組織を有する
場合は、焼鈍均熱時のオーステナイト粒径も鋼板表層部が鋼板内部より微細となる。焼鈍
における均熱後の冷却過程において徐冷を行うことで、オーステナイト粒径が微細な鋼板
表層部では、鋼板内部よりも微細なポリゴナルフェライトの生成が促進され、延性を向上
させることができる。一方、冷却速度が速すぎると、鋼板表層部でのポリゴナルフェライ
トの生成が不十分となる。熱延板の組織傾斜を効率よく焼鈍板の組織に反映させ、鋼板表
層部の微細なポリゴナルフェライトの生成を促進し、延性を向上させるために、５．０℃
／秒未満の冷却速度で均熱温度から５０℃以上冷却することが好ましい。均熱後の冷却速
度は２．０℃／秒未満であることが特に好ましい。鋼板表層部の微細なポリゴナルフェラ
イトの面積率をさらに増加させるためには、５．０℃／秒未満の冷却速度で均熱温度から
８０℃以上冷却することが好ましい。１００℃以上冷却することはさらに好ましく、１２
０℃以上冷却することは特に好ましい。
【００７７】
　また、ベイナイトを主相とする金属組織を得るために、６５０～５００℃の温度範囲を
１５℃／秒以上の冷却速度で冷却することが好ましい。６５０～４５０℃の温度範囲を１
５℃／秒以上の冷却速度で冷却することはさらに好ましい。冷却速度が速いほどベイナイ
ト相の体積率が高まるので、冷却速度を３０℃／秒超とするとさらに好ましく、５０℃／
秒超とすると特に好ましい。一方、冷却速度が速すぎると鋼板の形状が損なわれるので、
６５０～５００℃の温度範囲における冷却速度を２００℃／秒以下とすることが好ましい
。１５０℃／秒未満であるとさらに好ましく、１３０℃／秒未満であればさらに好ましい
。
【００７８】
　また、残留オーステナイトを得るために、５００～３００℃の温度域で３０秒間以上保
持する。残留オーステナイトの安定性を高めて延性、伸びフランジ性を向上させるために
は、保持温度域を４７５～３２０℃とすることが好ましい。４５０～３４０℃とすること
はさらに好ましく、４３０～３６０℃とすることは特に好ましい。また、保持時間を長く
するほど残留オーステナイトの安定性が高まるので、保持時間を６０秒間以上保持するこ
とが好ましい。１２０秒間以上とすることはさらに好ましく、３００秒間超とすることは
特に好ましい。
【００７９】
　（３－１２）めっき工程
　電気めっき鋼板を製造する場合には、上述した方法で製造された冷延鋼板に、常法に従
って電気めっきを行えばよく、めっき皮膜の化学組成は限定されない。電気めっきの種類
として、電気亜鉛めっき、電気Ｚｎ－Ｎｉ合金めっき等が例示される。
【００８０】
　溶融めっき鋼板を製造する場合には、上述した方法で焼鈍工程まで行い、５００～３０
０℃の温度域で３０秒間以上保持した後、必要に応じて鋼板を加熱してから、めっき浴に
浸漬し溶融めっきを施す。残留オーステナイトの安定性を高めて延性、伸びフランジ性を
向上させるためには、保持温度域を４７５～３２０℃とすることが好ましい。４５０～３
４０℃とすることはさらに好ましく、４３０～３６０℃とすることは特に好ましい。また
、保持時間を長くするほど残留オーステナイトの安定性が高まるので、保持時間を６０秒
間以上保持することが好ましい。１２０秒間以上とすることはさらに好ましく、３００秒
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間超とすることは特に好ましい。溶融めっき後再加熱して合金化処理を行ってもよい。め
っき皮膜の化学組成は限定されず、溶融めっきの種類として、溶融亜鉛めっき、合金化溶
融亜鉛めっき、溶融アルミニウムめっき、溶融Ｚｎ－Ａｌ合金めっき、溶融Ｚｎ－Ａｌ－
Ｍｇ合金めっき、溶融Ｚｎ－Ａｌ－Ｍｇ－Ｓｉ合金めっき等が例示される。
【００８１】
　このようにして得られた冷延鋼板およびめっき鋼板には、常法にしたがって調質圧延を
行ってもよい。しかし、調質圧延の伸び率が高いと延性の劣化を招くので、調質圧延の伸
び率は１．０％以下とすることが好ましい。さらに好ましい伸び率は０．５％以下である
。
【実施例】
【００８２】
　実験用真空溶解炉を用いて、表１に示される化学組成を有する鋼を溶解し鋳造した。
【００８３】
【表１】

【００８４】
　これらの鋼塊を、熱間鍛造により厚さ３０ｍｍの鋼片とした。この鋼片を次いで１２５
０℃の温度に加熱し、試験用小型タンデムミルにて表２に示す条件で熱間圧延を実施して
板厚２ｍｍの鋼板に仕上げた。なお、第一次冷却での冷却停止温度が低い場合には、第二
次冷却および第三次冷却を省略した。また、冷却後は巻取温度と同温度に保持された電気
加熱炉中に装入して３０分間保持した後、２０℃／時の冷却速度で室温まで炉冷却して巻
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取後の徐冷をシミュレートした。
【００８５】
【表２】

【００８６】
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　得られた熱延鋼板を酸洗して冷間圧延母材とし、圧下率５０％で冷間圧延を施し、厚さ
１．０ｍｍの冷延鋼板を得た。連続焼鈍シミュレーターを用いて、得られた冷延鋼板を、
１０℃／秒の加熱速度で５５０℃まで加熱した後、２℃／秒の加熱速度で表３に示される
種々の温度まで加熱し９５秒間均熱した。その後、一次冷却停止温度である７００℃まで
冷却し、７００℃からの平均冷却速度を６０℃／秒として表３に示される種々の二次冷却
停止温度まで冷却し、その温度に３３０秒間保持した後、室温まで冷却して焼鈍鋼板を得
た。
【００８７】
　得られた焼鈍鋼板について、鋼板の圧延方向と直交する板厚断面を鏡面研磨し、ナイタ
ール腐食液またはレペラ腐食液で腐食した後、光学顕微鏡または走査型電子顕微鏡（ＳＥ
Ｍ）を用いて組織観察を行った。さらに、鏡面研磨後に電解研磨で調製した試料を用いて
、ＥＢＳＰ法による結晶方位の測定および解析を行なった
　光学顕微鏡やＳＥＭによる観察像では、ベイナイト、残留オーステナイトおよびマルテ
ンサイトの区別が困難な場合があるため、以下の方法で各々の相および組織の面積率を定
量した。
【００８８】
　まず、ベイナイト、マルテンサイトおよび残留オーステナイトの合計面積率をＳＥＭ観
察像およびＥＢＳＰ解析結果を用いて画像解析により測定した。次に、レペラ腐食した組
織から残留オーステナイトおよびマルテンサイトの合計面積率を測定し、この合計面積率
を先に測定したベイナイト、マルテンサイトおよび残留オーステナイトの合計面積率から
差し引いた値をベイナイト面積率とした。
【００８９】
　ポリゴナルフェライト面積率は、ＳＥＭ観察像およびＥＢＳＰ解析結果を用いた画像解
析により測定した。残留オーステナイト面積率は、Ｘ線回折により測定した。そして、上
記で測定したベイナイト、ポリゴナルフェライトおよび残留オーステナイトの面積率の合
計を、１００％から差し引いた値を残部組織の面積率とした。
【００９０】
　残留オースナイトを除く鋼組織において１５°以上の結晶方位差を有する粒界で囲まれ
る粒の平均粒径は、ＥＢＳＰ解析により求めた。
【００９１】
　機械特性として、引張特性および伸びフランジ性を評価した。引張特性は、ＪＩＳ　Ｚ
２２０１およびＪＩＳ　Ｚ　２２４１に準拠して引張試験を行ない、引張強度（ＴＳ）と
全伸び（Ｅｌ）を測定し、伸びフランジ性は、日本鉄鋼連盟規格ＪＦＳ　Ｔ　１００１に
準拠して穴拡げ試験を行ない、穴拡げ率（λ）を求めた。
【００９２】
　得られた鋼板の鋼組織および機械特性を表３にまとめて示す。
【００９３】
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【表３】

【００９４】
　発明例である試験番号５～９，１１，１３，１５，１７～２７は、高い引張強度（ＴＳ
）を有するとともに、優れた強度－延性バランス（ＴＳ×Ｅｌ）と優れた強度－伸びフラ
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ンジバランス（ＴＳ×λ）とを有している。
【００９５】
　一方、本発明で定める範囲を外れる比較例１～４，１０，１２，１４，１５，１６は、
強度－延性バランス（ＴＳ×Ｅｌ）あるいは強度－伸びフランジバランス（ＴＳ×λ）の
一方、または両方の特性が劣っている。
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